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○いの町産業振興奨励金交付要綱 

平成２５年４月１９日 

告示第４７号 

改正 平成２６年２月３日告示第６号 

平成２６年３月２８日告示第２６号 

平成２７年１１月３０日告示第１４９号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、いの町補助金交付規則（平成１６年いの町規則第４５号。

以下「規則」という。）第２０条の規定に基づき、いの町産業振興奨励金（以

下「奨励金」という。）の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（目的） 

第２条 この告示は、町内に工場等を新設、増設、移転、新築、改築又は増築

（以下「新設等」という。）する企業に対して助成措置を講ずることにより、

本町における産業の振興及び雇用機会の拡大を図ることを目的とする。 

（定義） 

第３条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

（１） 企業 事業を営む法人又は個人をいう。 

（２） 工場等 工場、事業所等で別表第１に定める業種に適合する施設を

いう。 

（３） 新設 企業が新たに土地を取得又は借地（以下「取得等」という。）

し、工場等を建設することをいう。 

（４） 増設又は移転 企業が既存の工場等がある土地以外に、工場等を増

設又は移転することをいう。 

（５） 新築、改築又は増築 企業が既存の工場等を新築、改築又は増築す

ることをいう。 

（６） 操業開始日 企業が新設等する工場等において、事業を開始する日

をいう。 

（７） 固定資産税 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３４１条に

規定する土地、家屋及び償却資産に賦課される税をいう。 
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（助成措置） 

第４条 町長は、町内に工場等を新設等する企業に対し、新設等した工場等に

係る固定資産税相当額を奨励金として交付することができる。 

（助成措置の対象者の指定要件） 

第５条 町長は、町内に工場等を新設等する企業が次の各号のいずれにも該当

するときは、当該企業を前条に規定する助成措置の対象者として指定するこ

とができる。 

（１） 工場等を新設する場合にあっては、新設する工場等の常時雇用従業

員数が１０人以上であること。また、工場等を増設、移転、新築、改築又

は増築する場合にあっては、それらを要因として、新たに雇用する常時雇

用従業員数が５人以上であること。 

（２） 納期限の到来した町税を完納していること。 

（３） 別表第２に掲げるいずれにも該当しないこと。 

（指定の申請等） 

第６条 前条の規定による指定（以下「指定」という。）を受けようとする企

業は、いの町産業振興奨励措置指定申請書（様式第１号）に次に掲げる書類

を添えて、あらかじめ町長に申請しなければならない。 

（１） 法人の登記事項証明書（個人にあっては、住民票の写し） 

（２） 定款又はこれに準ずる書類 

（３） 企業の概要を明らかにする書類 

（４） 工場等の用途及び概要を明らかにする書類 

（５） 土地の売買契約書又は貸借契約書の写し 

（６） 建築確認通知書の写し 

（７） 工場等の敷地の位置図、配置図その他必要な図面 

（８） 工場等の建物の配置図、平面図その他必要な図面 

（９） 常時雇用従業員の雇用計画書 

（１０） 町税の滞納がないことを証する書類 

（１１） その他町長が必要と認める書類 

（指定の通知） 

第７条 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、これを審査し、適
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当と認めるときは、いの町産業振興奨励措置指定書（様式第２号）により、

申請者に通知するものとする。 

（奨励金の交付申請等） 

第８条 前条の規定により指定を受けた者が、奨励金の交付を受けようとする

ときは、いの町産業振興奨励金交付申請書（様式第３号）に次に掲げる書類

を添えて、各課税年度の１２月２５日までに町長に申請しなければならない。 

（１） 奨励金の交付の対象となる当該年度に新設等した工場等に係る固定

資産税の納税証明書又は領収書の写し 

（２） いの町産業振興奨励措置指定書の写し 

（３） 土地及び建物の登記事項証明書 

（４） 建築確認通知書の写し（変更した場合に限る。）及び検査済証の写

し 

（５） 常時雇用従業員の名簿及び雇用保険被保険者資格取得等確認通知書

の写し 

（６） 町税の滞納がないことを証する書類 

２ 町長は、指定をした企業（以下「指定企業」という。）に対し、奨励金の

交付の対象となる新設等した工場等（以下「新設等した工場等」という。）

に係る固定資産税（指定企業が納税義務者となるものに限る。）について、

操業開始日以後最初の課税年度から５年度を限度として、各年度に納付すべ

き固定資産税に相当する額（その額に１，０００円未満の端数が生じたとき

は、これを切り捨てるものとする。）を奨励金として、予算の範囲内におい

て交付することができる。ただし、その年度に賦課した固定資産税を納期限

までに完納しないときは、当該年度の奨励金は交付しない。 

３ 奨励金の各年度の交付時期は、第１項の規定による申請があった年度の翌

年度とする。 

（奨励金の交付決定等） 

第９条 町長は、前条第１項の規定による交付申請を受けたときは、その内容

を審査して奨励金の交付の可否を決定することとし、交付すると決定した者

に対しては、いの町産業振興奨励金交付決定通知書（様式第４号）により、

交付しないと決定した者に対しては、いの町産業振興奨励金不交付決定通知



4/20 

書（様式第５号）により通知するものとする。 

（奨励金の交付請求） 

第１０条 奨励金の交付請求は、交付決定のあった年度の翌年度にするものと

し、当該年度の３月２０日までにいの町産業振興奨励金交付請求書（様式第

６号）にいの町産業振興奨励金交付決定通知書の写しを添えて行うものとす

る。 

（申請内容変更等の届出） 

第１１条 指定企業は、指定申請の内容に変更が生じたときは、いの町産業振

興奨励措置指定内容変更届出書（様式第７号）により、また、奨励金の交付

の対象となる事業を廃止し、休止し、又は縮小したときは、いの町産業振興

奨励金交付事業（廃止・休止・縮小）届出書（様式第８号）により、速やか

に町長に届け出なければならない。 

（承継の届出） 

第１２条 合併、譲渡その他の事由により指定企業の地位を承継した企業は、

速やかにいの町産業振興奨励措置指定企業地位承継届出書（様式第９号）に

次に掲げる書類を添えて、町長に届け出なければならない。 

（１） 法人の登記事項証明書（個人にあっては、住民票の写し） 

（２） 定款又はこれに準ずる書類 

（３） 企業の概要を明らかにする書類 

（４） 土地及び建物の登記事項証明書 

（５） その他町長が必要と認める書類 

（承継承認書の交付） 

第１３条 町長は、前条の規定による届出があったときは、当該承継した企業

が当該指定に係る事業を継続する場合に限り、当該指定に係る地位を承継さ

せることができるものとし、承継を承認したときは、いの町産業振興奨励措

置指定企業地位承継承認書（様式第１０号）により通知するものとする。 

（指定の取消） 

第１４条 町長は、指定企業が次の各号のいずれかに該当するときは、その指

定を取り消すことができるものとし、指定を取り消したときは、いの町産業

振興奨励措置指定取消通知書（様式第１１号）により通知するものとする。 
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（１） 第５条各号の指定要件に該当しなくなったとき。 

（２） 奨励金の交付の対象となった事業を廃止し、若しくは休止し、又は

これらと同様の状態に至ったとき。 

（３） 新設等した工場等を指定に係る事業以外の用途に供したとき。 

（４） 新設等した工場等において、環境基本法（平成５年法律第９１号）

第２条第３項に規定する公害を発生させ、その排除のために当該工場等の

施設改善その他の必要な措置を講じないとき。 

（５） 偽りその他不正の手段により、指定を受け、又は奨励金の交付を受

け、若しくは受けようとしたとき。 

（６） 重大な法令違反又は社会的な信用を著しく損なう行為があったとき。 

（７） この要綱に違反する行為があったとき。 

（８） その他町長が、助成措置を講ずることが不適当と認めるとき。 

（奨励金の返還） 

第１５条 町長は、前条の規定により指定を取り消した場合において、既に交

付した奨励金があるときは、期限を定めてその全部又は一部の返還を命ずる

ことができる。なお、この場合における奨励金の返還命令は、いの町産業振

興奨励金返還命令書（様式第１２号）により行うものとする。 

（指定企業の責務） 

第１６条 指定企業は、新規に従業員を雇用する場合は、新規雇用の２分の１

以上を町内に住所を有する者から雇用するよう努めなければならない。 

（委任） 

第１７条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この告示は、平成２５年４月１９日から施行し、平成２５年度事業から適用

する。 

附 則（平成２６年２月３日告示第６号） 

この告示は、平成２６年２月３日から施行する。 

附 則（平成２６年３月２８日告示第２６号） 

この告示は、平成２６年３月２８日から施行する。 

附 則（平成２７年１１月３０日告示第１４９号） 
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この告示は、平成２７年１１月３０日から施行する。 

別表第１（第３条関係） 

大分類 中分類 

E 製造業 ０９ 食料品製造業から１６ 化学工業、１８ 

プラスチック製品製造業から３２ その他の製造

業 

G 情報通信業 ３７ 通信業、３９ 情報サービス業から４１ 

映像・音声・文字情報制作業 

H 運輸業、郵便業 ４４ 道路貨物運送業から４５ 水運業、４７ 

倉庫業、４８ 運輸に附帯するサービス業 

I 卸売業、小売業 ５０ 各種商品卸売業から５５ その他の卸売

業、５８ 飲食料品小売業 

L 学術研究、専門・技術サ

ービス業 

７１ 学術・開発研究機関、７２ 専門サービス

業、７４ 技術サービス業 

M 宿泊業、飲食サービス業 ７７ 持ち帰り・配達飲食サービス業 

R サービス業 ９２ その他の事業サービス業、９５ その他の

サービス業 

その他 上記分類以外の流通加工業、情報通信技術利用業 

※高知県の「企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性

化に関する法律第５条に基づく基本計画」による 

別表第２（第５条関係） 

１ 暴力団（いの町暴力団排除条例（平成２３年いの町条例第２号。以下「暴

排条例」という。）第２条第１号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又

は暴力団員等（暴排条例第２条第２号に規定する暴力団員等をいう。以下同

じ。）であるとき。 

２ 高知県暴力団排除条例（平成２２年高知県条例第３６号）第１８条又は第

１９条の規定に違反した事実があるとき。 

３ その役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者を

いい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人
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に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以

上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、

代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。）が

暴力団員等であるとき。 

４ 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。 

５ 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用して

いるとき。 

６ 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。 

７ いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、

金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積

極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。 

８ 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与してい

ると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。 

９ その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を

図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等

を利用したとき。 

１０ その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有し

ているとき。 
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